
 

2026 年 4 月 27 日 

 

当社の起訴および今後の対応について 

 

株式会社 ENEOS ウイング 

 

2026 年 4 月 17 日、当社が、東京都に交渉窓口が存在する運送業者等向け軽油販売価格

に関する独占禁止法違反の疑いで公正取引委員会から刑事告発され、同日、東京地方検察庁

により起訴されました。 

このような事態となったことを重大かつ厳粛に受け止めるとともに、お客様、お取引先様

をはじめ、関係先の皆様にご迷惑、ご心配をお掛けしておりますことを深くお詫び申し上げ

ます。 

 

当社は、公正取引委員会による立ち入り調査を受けた昨年 5 月以降、ガバナンス・コンプ

ライアンスのリテラシーが不十分だったとの認識のもと、社長が先頭に立ち、コンプライア

ンス徹底に関するメッセージの発信、従業員との対話を重ねるとともに、教育・研修機会の

充実、人事制度改革、組織風土改革などに取り組んでまいりました。 

また、本年 4 月１日付で専任組織「管理本部リスクマネジメント部」を設置するととも

に、親会社から、コンプライアンス、内部統制に精通した人材を主要幹部として配置し、組

織・人員体制を抜本的に強化いたしました。  

 

当社としましては、今後の調査に全面的に協力するとともに、本年 4 月に発足した新た

な経営体制のもとで、親会社の監督・指導を受けながら、全社一丸となってガバナンス・コ

ンプライアンスの徹底に取り組んでまいります。   

 

以 上 


